
２０２２年４月１日から施行
道路交通法施行規則【第九条の十（六）】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無に

ついて当該運転者の状態を目視等で確認すること。

道路交通法施行規則【第九条の十（七）】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。

２０２２年１０月１日から施行
道路交通法施行規則【第九条の十（六）】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無に

ついて、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて
確認を行うこと。

道路交通法施行規則【第九条の十（七）】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びに

アルコール検知器を常時有効に保持すること。

道路交通法施行規則【第九条の十（五）】
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法

第47条の２第２項の規定により当該運転者が行わなければならないことと
されている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由によ
り正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を
確保するために必要な指示を与えること。

改正後

（府令第9条の10関係）



運転者の顔色､呼気の臭い､応答の声の調子等で確認することをいいます。
直行直帰の場合でも、酒気帯びの有無の確認は必要です。
●対面が原則！対面での確認が困難な場合
① カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答
の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する
方法。
② 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって
安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、
アルコール検知器による測定結果を報告させる方法。

等の対面による確認と同視できるような方法が含まれます。

酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について記録。
● ２０２２年４月１日から

①確認者名 ②運転者 ③運転者の業務に係る自動車の自動車登録
番号または識別できる記号、番号等 ④確認の日時 ⑤確認方法（対面
でない場合は具体的方法） ⑥酒気帯びの有無 ⑦指示事項 ⑧その他
必要な事項

● ２０２２年１０月１日から
上記に加え、アルコール検知器の使用の有無

「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことを
いいます。
このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切

に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、
故障がないものを使用しなければなりません。


